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東京都実施の救急診療の問合せ
案　　内 ・２４時間０４２（３４１）０１１９小平消防署　病院・診療所案内
案　　内 ・２４時間０３（５２７２）０３０３夜間休日案内（ひまわり情報センター）

電 話 番 号所　 在　 地医 療 機 関 名診 療 時 間日 程

０４２（３４４）１５１０学園西町３�２１�１７足 利 ク リ ニ ッ ク
午前９時～午後５時

１２月１１日（日） ０４２（３４５）４８６６大沼町１�４２６佐 々 木 クリニック
０４２（３２２）１２３１鈴木町１�３０�２０中 山 小 児 科 医 院午後５時～１０時
０４２（３４１）５１１８学園西町２�４�５高 橋 医 院

午前９時～午後５時
１２月１８日（日） ０４２４（６３）８１２８花小金井３�５�４０松 清 医 院

０４２（３４１）０５５５小川西町１�２３�１３古 坂 医 院午後５時～１０時

電 話 番 号所　 在　 地科 目と　 こ　 ろ診 療 時 間日 程

０４２（３４６）３７０６学園東町１－１９－１２
（健康センター内）小・内� 小 平 市 医 師 会

平日準夜応急診療所
午後７時３０分～
 １０時３０分

月曜～土曜日
（祝日、年末年始を除く）

※診療受付時間は午後１０時１５分までです。平日準夜応急診療

休日応急診療医（内科・小児科）
※いずれも当番医は変更になる場合があります。
問合せは０４２（３４６）３７０６へ。小平市ホームページ、携帯
電話・Ｌモード用ホームページでもご覧になれます。

　

○福
 

制
度
は
、
昭
和　

年
６
月

１２

　

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
満　

歳

３０

７０

未
満
の
都
民
を
対
象
に
、
病
院

な
ど
の
窓
口
で
支
払
う
自
己
負

担
金
の
一
部
を
助
成
す
る
東
京

都
の
制
度
で
す
。

　

○福
 

医
療
証
を
健
康
保
険
証
と

い
っ
し
ょ
に
医
療
機
関
な
ど
の

窓
口
に
提
示
す
る
と
、
保
険
対

象
医
療
費
の
一
部
負
担
金
の
割

合
が
１
割
に
な
り
ま
す
。ま
た
、

１
か
月
の
一
部
負
担
金
に
上
限

額
が
あ
り
（
表
１
）、
超
え
た
分

を
高
額
医
療
費
と
し
て
償
還
す

る
制
度
で
す
。

　

対
象
者
は
、
次
の
す
べ
て
の

要
件
に
該
当
す
る
方
で
す
。

▽
昭
和　

年
６
月　

日
ま
で
に

１２

３０

生
ま
れ
た
満　

歳
未
満
の
方

７０

▽
国
民
健
康
保
険
（
国
民
健
康

保
険
組
合
を
含
む
）
の
加
入
者

お
よ
び
各
種
社
会
保
険
の
被
扶

養
者

▽
本
人
の
所
得
が
表
２
の
基
準

額
以
下
の
方

※
各
種
社
会
保
険
の
被
保
険
者

本
人
、
○老
 

老
人
保
健
制
度
、
○障
 
 

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制

度
、
生
活
保
護
の
受
給
者
を
除

く
。

　

該
当
す
る
方
で
、
ま
だ
申
請

を
し
て
い
な
い
方
は
、
健
康
保

険
証
と
印
鑑
を
持
参
の
う
え
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
以 

前
は
該
当
し
な
か
っ
た
方
で

も
、
そ
の
後
に
平
成　

年
中
の

１６

所
得
に
修
正
の
あ
っ
た
方
や
、

加
入
の
健
康
保
険
が
変
更
に
な

っ
た
方
な
ど
も
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。随
時
受
け
付
け
て
い
ま

す
。

※
○福
 

制
度
は
、
平
成　

年
６
月

１９

で
終
了
す
る
た
め
、
昭
和　

年
１２

７
月
１
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※
満　

歳
の
誕
生
月
の
翌
月
か

７０

ら
（
１
日
生
ま
れ
の
方
は
、
当

月
か
ら
）
は
高
齢
受
給
者
証
が

交
付
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、

加
入
の
健
康
保
険
に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

�
限
度
額
適
用
認
定

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

は
、
１
か
月
の
一
部
負
担
金
の

上
限
額
が
表
１
の
と
お
り
軽
減

さ
れ
ま
す
。
軽
減
を
受
け
る
に

は
、
○福
 

限
度
額
適
用
認
定
の
申

請
が
必
要
で
す
。
健
康
保
険

証
、
○福
 

医
療
証
、
印
鑑
を
持
参

の
う
え
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
世
帯
員
の
中
に
住
民
税
未
申

告
の
方
が
い
る
と
、
非
課
税
世

帯
の
確
認
が
で
き
な
い
た
め
、

限
度
額
適
用
の
認
定
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず
所

得
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
限
度
額
適
用
認
定
を
受
け
て

い
る
方
の
入
院
時
食
事
代
の
軽

減
に
つ
い
て
は
、
加
入
の
健
康

保
険
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

�
○福
 

助
成
分
を
立
て
替
え
た
と

き
は

　

都
外
の
医
療
機
関
な
ど
、
○福
 

医
療
を
扱
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ

で
診
療
を
受
け
た
場
合
や
、
窓

口
で
○福
 

医
療
証
を
提
示
で
き
な

か
っ
た
場
合
は
、
い
っ
た
ん
医

療
保
険
の
一
部
負
担
金
を
支
払

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
場
合
は
、
○福
 

助
成
分
の

払
戻
し
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
（
健
康
保
険
証
、○福
 

医
療
証
、

印
鑑
、
郵
便
局
を
除
く
金
融
機

関
口
座
の
わ
か
る
も
の
、
保
険

点
数
記
載
の
領
収
書
を
持
参
）。

※
次
の
場
合
は
、
○福
 

医
療
証
を

返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

▽　

歳
に
な
っ
て
、
高
齢
受
給

７０
者
証
の
交
付
を
受
け
た
と
き

▽
○福
 

医
療
証
の
有
効
期
限
が
切

れ
た
と
き

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
医
療

係
（
市
役
所
１
階
）
�　

（
３

０４２

４
６
）
９
５
３
８

　

医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
支

払
っ
た
医
療
費
が
、
１
か
月
の

自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
方

に
、
高
額
医
療
費
の
お
知
ら
せ

と
申
請
書
を
お
送
り
し
て
い
ま

す
。
申
請
書
に
金
融
機
関
口
座

な
ど
を
記
入
し
、
押
印
の
う
え

提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
領
収
書

の
添
付
は
不
要
で
す
）。
こ
の

お
知
ら
せ
は
、
受
診
月
の
お
お

む
ね
２
か
月
後
に
お
送
り
し
ま

す
。

　

な
お
、
一
度
申
請
書
を
提
出

し
た
方
は
、以
後
、高
額
医
療
費

の
支
給
に
該
当
し
た
場
合
で
も

新
た
に
申
請
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
指
定
金
融
機
関
口
座

に
入
金
の
う
え
、
支
給
決
定
通

知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

　

高
額
医
療
費
は
、
受
診
月
の

翌
月
１
日
か
ら
２
年
を
経
過
す

る
と
支
給
を
受
け
る
権
利
が
な

く
な
り
ま
す
。
市
で
は
、
高
額

医
療
費
未
申
請
の
方
に
再
通
知

を
し
て
い
ま
す
。
申
請
書
が
届

い
た
方
は
、
早
め
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
医
療

係
（
市
役
所
１
階
）
�　

（
３

０４２

４
６
）
９
５
３
８

 　

○老
 

医
療
受
給
者
証
ま
た
は
○福
 

医
療
証
を
お
持
ち
の
方
で
、
加

入
の
健
康
保
険
が
変
更
に
な
っ

た
方
は
届
け
出
が
必
要
で
す
。

新
し
い
健
康
保
険
証
と
、
○老
 

医

療
受
給
者
証
ま
た
は
○福
 

医
療
証

を
持
参
の
う
え
、
問
合
せ
先
ま

た
は
東
部
・
西
部
出
張
所
、
動

健

康

保

険

が

変

わ

っ

た

ら

届

け

出

を

係
（
市
役
所
１
階
）
�　

（
３

０４２

４
６
）
９
５
３
８

 　

日
常
生
活
を
営
む
の
に
著
し

く
支
障
が
あ
る
ひ
と
り
親
家
庭

に
、
一
定
の
期
間
、
ホ
ー
ム
ヘ

ル
パ
ー
を
派
遣
し
ま
す
。
詳
し

く
は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　

児
童
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
４
４

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ

サ
ー
ビ
ス
事
業

ご
利
用
く
だ
さ
い

 
�
こ
ろ
ば
ぬ
先
の
「
靴
」　

今

履
い
て
い
る
靴
は
本
当
に
合
っ

て
い
ま
す
か

と　

き　
　

月　

日
（
土
）　

１２

１７

午
後
１
時　

分
〜
３
時

３０

と
こ
ろ　

や
す
ら
ぎ
の
園
（
小

川
町
１
�
４
８
５
）

費　

用　

無
料

講　

師　

田
口
廣
彦
さ
ん
（
福

祉
用
具
選
定
相
談
員
）

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ

問
合
せ　

や
す
ら
ぎ
の
園
�　
０４２

（
３
４
５
）
０
６
１
７

家
族
介
護
教
室

く
市
役
所
へ
早

め
に
届
け
出
を

し
て
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　

高
齢

者
福
祉
課
医
療

�
�

�
�
�
�
�
�

で
生
後
２
か
月

〜
３
か
月
の
乳

児
と
母
親

定　

員　
　

組
２５

内　

容　

赤
ち

ゃ
ん
と
の
触
れ

合
い
遊
び
、
お

母
さ
ん
の
ヘ
ル

ス
チ
ェ
ッ
ク
ほ

か担　

当　

保
健

師
、
助
産
師
、

管
理
栄
養
士

持
ち
物　

母
子

健
康
手
帳
、
バ

ス
タ
オ
ル
ほ
か

申
込
み　

健
康

セ
ン
タ
ー
へ
�

　

（
３
４
６
）

０４２３
７
０
０

（
４
月
以
降
の
初
回
参
加
時
に

交
付
）、
母
子
健
康
手
帳
（
個
別

相
談
希
望
者
の
み
）

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ

問
合
せ　

健
康
セ
ン
タ
ー
�　
０４２

（
３
４
６
）
３
７
０
０

 　

赤
ち
ゃ
ん
と
の
ス
キ
ン
シ
ッ

プ
を
通
し
て
、
楽
し
い
親
子
の

ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
せ
ん

か
。

と　

き　
　

月　

日
（
月
）　

１２

１９

午
前　

時
〜　

時　

分
（
受
付

１０

１１

３０

は
９
時　

分
か
ら
）

４５

と
こ
ろ　

健
康
セ
ン
タ
ー

対　

象　

第
一
子
の
お
子
さ
ん

ふ

れ

あ

い

親
子
健
康
教
室

ぴ
よ
ぴ
よ
サ
ロ
ン

　

「
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る

特
別
給
付
金
」
第
二
十
二
回
い

号
（
２
百
万
円
）
お
よ
び
「
戦

没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別

給
付
金
」第
二
十
一
回
い
号（
百

万
円
）の
請
求
受
付
は
、
平
成

　

年
３
月　

日
（
金
）
で
終
了

１８

３１

し
ま
す
。
ま
だ
、
請
求
手
続
き

が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
早
め

に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
給
付
金
の
対
象
は
、
戦

没
者
の
妻
、
父
母
・
祖
父
母
（
養

父
母
・
養
祖
父
母
な
ど
）
で
す
。

戦
没
者
の
子
・
兄
弟
姉
妹
は
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
３
７

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

表１　一部負担金の月額上限額
自己負担限度額（外来＋入院）

区　分 （世帯単位）外　来
（個人ごとに計算）

４０，２００円１２，０００円一　　　般

２４，６００円 ８，０００円限度額適用
認 定 者
※限度額適用認定者とは、住民税非課税世帯で、限
度額適用証を交付されている方です。
※世帯単位とは、世帯の中の○福 受給者が対象です。

表２　本人所得制限基準額表
基準額扶養親族の数

２，５７２，０００円０人

３，０５２，０００円１人

３，４３２，０００円２人

１人につき３８万円加算３人以上

※基準額は、収入金額から所得控除額（一
部を除く）を差し引いた額です。

平
成　

年
度
学
童
ク
ラ
ブ

18

　
　

入
会
申
込
み
受
付 
中

と　

き　
 　

月　

日
（
金
）
ま
で

１２

１６

と
こ
ろ　

児
童
課
、
東
部
・
西
部
出
張
所
、
動
く
市
役
所

　
　
　
　

問
合
せ　

児
童
課
�　

（
３
４
６
）
９
５
４
３

０４２

��� � � � � �

� � � �

　

平
成　

年
度
か
ら
、
麻
し
ん

１８

お
よ
び
風
し
ん
の
予
防
接
種

は
、
混
合
ワ
ク
チ
ン
に
よ
る
２

回
接
種
方
式
に
な
り
、
接
種
対

象
年
齢
も
次
の
と
お
り
変
わ
り

ま
す
。

▽
第
１
期
…
生
後　

か
月
か
ら

１２

　

か
月
未
満
の
方

２４

▽
第
２
期
…
５
歳
以
上
７
歳
未

満
で
、
小
学
校
に
就
学
す
る
日

の
１
年
前
か
ら
、
小
学
校
に
就

学
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
の

方
（
小
学
校
就
学
前
の
１
年

間
）

　

今
年
度
（
平
成　

年
３
月　

１８

３１

日
）
ま
で
は
、
生
後　

か
月
か

１２

ら
７
歳
６
か
月
未
満
の
方
が
対

象
で
す
。平
成　

年
度
か
ら
は
、

１８

前
記
対
象
者
以
外
の
方
は
公
費

負
担
に
よ
る
接
種
が
で
き
ま
せ

ん
。
ま
だ
接
種
し
て
い
な
い
方

は
、
今
年
度
中
に
接
種
し
て
く

だ
さ
い
。

※
今
年
度
中
に
７
歳
６
か
月
を

迎
え
る
お
子
さ
ん
は
、
そ
の
日

の
前
日
ま
で
に
接
種
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合
せ　

健
康
セ
ン
タ
ー
�　
０４２

（
３
４
６
）
３
７
０
０

 
�
集
団
方
式

と　

き　
　

月　

日
（
月
）　

１２

１２

午
前
９
時　

分
〜　

時　

分
、

３０

１１

３０

午
後
１
時　

分
〜
３
時

３０

と
こ
ろ　

健
康
セ
ン
タ
ー

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ

�
個
別
方
式

と　

き　
　

月　

日
（
水
）
・

１２

１４

　

日
（
水
）

２８と
こ
ろ　

複
十
字
病
院
（
清
瀬

市
）

申
込
み　

電
話
で
、
複
十
字
病

院
へ
�
０
４
２
４
（　

）
４
７

９１

１
２

 
費　

用　

無
料

今

月

の

Ｂ
Ｃ
Ｇ
予
防
接
種

�
�
共　

通
�
�

対　

象　

生
後
３
か
月
か
ら
６

か
月
未
満
の
乳
児

問
合
せ　

健
康
セ
ン
タ
ー
�　
０４２

（
３
４
６
）
３
７
０
０

 　

お
子
さ
ん
の
発
育
、
育
児
な

ど
、
保
健
師
、
管
理
栄
養
士
、

歯
科
衛
生
士
が
相
談
に
応
じ
ま

す
。

　

ま
た
、
保
育
士
に
よ
る
親
子

遊
び
の
紹
介
も
し
て
い
ま
す
。

と　

き　
　

月　

日
（
水
）

１２

１４

受　

付　

午
前
９
時　

分
〜　

３０

１０

時　

分
３０

と
こ
ろ　

健
康
セ
ン
タ
ー

対　

象　

生
後
４
か
月
か
ら
４

歳
未
満
の
乳
幼
児
と
そ
の
保
護

者内　

容　

計
測
、
個
別
相
談

持
ち
物　

た
ん
ぽ
ぽ
カ
ー
ド

親
と
子
の
健
康
相
談

た
ん
ぽ
ぽ
広
場

電 話 番 号所　 在　 地医 療 機 関 名診 療 時 間日 程

０４２４（６５）５９５２花小金井南町２�１３�９福 井 歯 科 医 院午前９時～午後５時１２月１１日（日）

０４２（３４１）８８７８栄町３�２０�３３原 口 歯 科 医 院午前９時～午後５時１２月１８日（日）

休日歯科応急診療医

特
別
給
付
金
の
請
求
は

３
月　

日
ま
で
に

３１

戦
没
者
等
の
妻
、

戦
没
者
の
父
母
等

未
接
種
の
方
は
お
早
め
に

○老
 

高

額

医

療

費

支

給

制

度

麻
し
ん
・
風
し
ん
予
防
接
種


